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今月の 視点今月の 視点

常任理事 弘 山 直 滋

救急医療

　平成 20年の救急の概要によると、全国の救急

出動件数は 1年間で約 509 万件、山口県では約

6万件であった。年々、増加の一途をたどってい

たが、平成 18年より 3年続けて減少し、増加傾

向に歯止めがかかった状況である。救急搬送人員

についても同様の傾向が認められる。

　救急車の現場への到着時間は、全国では平成

15年に 6.3 分であったのが、平成 20年には 7.7

分に少し延びている。山口県でも平成15年に6.5

分であったのが、平成 20年には 7.6 分と同様に

延びている。次に、救急車の病院への搬送時間に

ついては、全国では平成 15 年に 29.4 分であっ

たのが、平成 20 年には 35.1 分に延びており、

山口県においても平成 15 年に 26.2 分であった

のが、平成20年には30.8分と同様に延びている。

　平成 20年において、医療機関に受け入れ照会

を 4回以上行った事案は、全国で 3.6％であるの

に比し、山口県では 1.1％であり、救急隊の現場

滞在時間 30 分以上の事案は、全国で 4.1％であ

るのに比し、山口県では 1.7％と全国に比べると

よい状況であった。

山口県の救急搬送の実態
山口県の各消防本部には、平成 21年度、救急

隊が 69 隊あり、救急救命士が 326 名まで増加、

高規格救急車が 69台あり、常時救急救命士が出

動できる「救急救命士運用隊 100％」を達成し

ている。この救急救命士運用率 100％を達成し

ているのは、全国でも、大阪府と兵庫県と山口県

の 3府県のみとのことである。救急救命士の増

加に伴い、救急救命処置についても、除細動、静

脈路確保、気管挿管、薬剤投与の実施数が増加し

てきている。

　山口県の救急搬送については、ほとんどの消防

本部において搬送先の医療機関の選定は、一定の

ルールに基づいて実施されている。搬送先となる

医療機関は、かかりつけ医、搬送時間、入院後の

傷病者（あるいは家族）の利便性等を考慮して選

定されており、管内の輪番制の病院等への搬送を

基本としている消防本部が多い。管内の救急告示

病院が限られている地域においては、一部専門医

の対応が必要な傷病者を除き、管内の輪番病院等

の二次医療機関へ搬送している。管外の病院への

搬送は、照会した結果、管内の病院で対応できな
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間で軽症患者は 1.5 倍に増加しており、全搬送者

の 43.0％を占める。救急搬送患者数は、10年間

で 1.4 倍に増加しているが、特に 65歳以上の高

齢者については 10 年間で 1.8 倍増加しており、

65 歳以上の高齢者が全体の 57.5％を占めてい

る。

　このような現状に対応するためには、限られた

医療資源の有効活用と、そのことへの県民の理解

を得ることが不可欠である。そのためには、県民

全体へ不要不急の受診を控えてもらう等、適切な

受診を促進することについて普及啓発が必要であ

る。特に軽症の救急患者については、かかりつけ

医をもち昼間に受診すること、在宅当番医や休日

夜間急患センターを利用すること、小児救急にお

ける「小児救急医療電話相談」の活用など、適切

な受療行動を促すため、普及啓発のより一層の効

果的な実施が必要である。

　県内において、地元自治体や地元医師会等の連

携・協力のもと、適切受診に向けた取り組みが行

われ、成果を上げている地域があり、その具体例

については「山口県保健医療計画」に記載されて

いるのでご参照いただきたい。

また、初期救急医療体制の確保が必ずしも十

分でない地域においては、軽症の患者を診察し、

病態に応じて速やかに二次救急医療機関等に紹介

する休日夜間急患センターの整備等が求められ

る。

　さらに、救急搬送患者における高齢者の割合

が特に高いことに着目すると、時間外でも携帯電

話等でかかりつけ患者の相談に応じ、心身の状態

に関する不安感を払拭してあげる体制を取る医療

機関が増えることが望まれる。時間外に診療所に

電話しても繋がらないことが多いのは、私自身も

実感している。しかし、重症の患者さんには、個

別に携帯電話の番号を教えていると聞くことも多

い。今回の診療報酬改定で、幸か不幸か「地域医

療貢献加算」なる名目で点数が設定されたが、こ

れを算定する・しないは、本稿では他に譲るとし

て、できれば普段継続して診療しているかかりつ

けの患者さんからの電話には、転送等で対応でき

る体制を取っていただく診療所が 1件でも増え

ることを願うものである。私の経験として、患者

さんからの電話はそれほど多くなく、大部分が電

話指示で済むものである。一部、二次救急病院へ

お願いすることもあるが、電話で概略を伝えるだ

けでも、勤務医の先生方にとっては情報量からす

れば、かなり負担軽減に繋がると思われる。自分

のかかりつけ医と時間外でも連絡が取れるという

ことで、患者さんにしてみれば安心感が生まれ、

それだけで軽症の救急受診が減る可能性がある。

われわれ一人ひとりの実績は小さいけれど、多く

の会員の協力が得られれば、不要不急の時間外受

診は大きく減少できるはずである。このことが、

ひいては救急医療の円滑な実施に貢献できること

に繋がると確信する。

今月の 視点視点今月の 今月の 今月の 今月の 視点視点視点視点視点視点視点視点今月の 視点今月の 視点
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宇部協立病院は、1982 年開院以来「いつでも

･だれでも良い医療を」という理念の下、地域の

人々に支えられて、宇部市の地域医療の一翼を

担ってまいりました。

当院はケアミックスという特質を活かし、急

性期患者の診断・治療から慢性期患者の医療・介

護・在宅医療まで、切れ目のない医療を目指して

日夜奮闘しています。救急患者は年間5,000人（救

急車搬入 900 人）を引き受け、患者様が生活し

ている場所で最期まで暮らせることをめざして、

訪問診療にも力を入れております。

もう一つの特徴は、病院開設以来、新卒研修

医を受け入れ、養成してきたことです。臨研制度

のもとでは、これまで 3名の新卒研修医を送り

出し、現在２名の新卒医師が研修に励んでおりま

す。山口県で一番ベッド数の少ない研修指定病院

ですが、指導医をはじめとした職員の地域医療と

後継者養成に対する情熱は、どこにも引けを取ら

ないと自負しております。 

当院は、2004 年の病院全面改築以来、病院機

能評価の取得、MDCT 、MRI 導入など、療養環境・

医療設備・システムの改善を進めてまいりました。

また、地域の皆様のニーズに応え、医療の安全と

質の向上を図るために学術活動に力を入れるとと

もに、各種委員会活動やMBO( 目標管理 ) による、

科学的管理と民主的運営を心掛けております。

　厳しい景気を反映して、医療をめぐる情勢は医

療機関・患者双方に厳しいものとなっております

が、私たちは厳しい現状をしっかりと認識し、そ

の対策と改善運動を進めていくとともに、当院の

MVP【ミッション（使命）・ビジョン（将来像 ）・

ポジショニング（地域における役割）】を病院の

内外に明らかにし、これからも地域医療の一翼を

しっかりと担っていく所存です。

臨床研修
臨床研修は主に宇部協立病院及び研修協力病

院を中心に行われますが、職員一人ひとりの顔が

みえ、病院全体の動きが把握しやすいこの中規模

病院の中で、民主的な集団医療を体験・実践しな

がら、その機動性を活かし、研修医自らも病院の

医療活動の創造・改善に参加することを重視して

おります。

臨床研修指定病院紹介コーナー
～宇部協立病院～
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当院の研修の特徴は以下の３つに集約されます。

(1) 研修医が自らつくる研修 
・研修状況を研修医自らが評価・報告し、指導医

やスタッフからの客観評価を受け、翌日からの研

修内容に反映させる。 

・感染対策委員会、医療事故防止委員会にも参加

し、病院運営の中での医師の役割を学ぶ。

(2) 総合的かつ実践的な力をつけることを重視 
・できるまでやる！実践的な技術指導で、どこに

行っても通用する技術獲得を目指しています。 

・救急車対応は指導医のバックアップのもと、基

本的全例に係わり、内科・外科系の救急疾患、ほ

ぼすべてを体験します。 

(3) 病棟・救急から在宅までを一連に体験 
・当院は、治療からリハビリ・在宅診療までを一

連のものとしてとらえ実践しており、研修もこの

方針の下で行われます。 

　健診、産業医、労災等々、働く人々の健康を守

る活動にも力を入れており、検診や産業医活動な

どの一次・二次予防医療活動も行っています。 

研修の中で、“生活している”患者さんを実感

しながら、｢地域で何が求められ、自分に何がで

きるか ｣を考えていき、自らの将来の医師像を描

いていくことが大切です。

　一方で、全国組織（民医連・医療生協）に加

盟しているという特徴を活かし、全国の仲間と交

流しながら、自らの研修や医療制度の問題につい

て語り合うことができます。そうした中で、これ

らのシステムや制度を固定したものとしてとらえ

研修や医療を行うのではなく、自らも改革者とし

てこれらのシステムや制度の改善・改革の一翼を

担って行けるように成長を期待し、援助します。

研修医の処遇
■身分：常勤職員　健康保険、厚生年金、労働保険有

　　　　有給休暇（1年目～10日、2年目～11日）

■給与　1年次：300,000 円、研修手当 30,000 円

　　　　2年次：320,000 円、研修手当 30,000 円

　他に日当直手当、住宅手当、家族手当、賞与等

■常勤医師として、他の医師と同等の職務環境を

保証しております。

宇部協立病院の概況
院　　長　松永　　信

病　床　数　159床（一般病床105床、療養病床54床）

診療科目　内科・精神科・呼吸器科・消化器科・

　　　　　循環器科・外科・整形外科・肛門科・

　　　　　放射線科・リウマチ科・リハビリテー

　　　　　ション科

教育関連施設
　厚生労働省指定臨床研修病院・

日本整形外科学会認定研修施設

　日本家庭医療学会認定研修施設

　日本リウマチ学会認定教育施設

　日本糖尿病学会認定教育施設
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山口大学医学部　講座紹介コーナー
　基盤系講座　「分子病理学」

　私たちの講座は従来、「第二病理」という名前

でしたが、平成 13年度から基礎と臨床の融合を

めざした大講座制に移行し、病理のほか消化器内

科、消化器外科の分野からなる「先端分子応用医

科学」となりました。さらに平成 18 年度から、

医工理農と連携した博士課程（前期、後期）の設

置により大学院となり応用分子生命科学系の一部

（分子病理）を担っています。従来からある医学

科の学生教育、診療部門や医師の卒後教育におけ

る旧名称講座時代の枠組は依然、濃厚に残ってい

ます。歴史を辿りますと、井上一男教授時代（昭

和 25 ～ 46 年、県立医大含む）には腎結核や胎

盤を経て癌がテーマとなり細胞増殖の解析法やハ

ムスターを用いた発癌実験も行われました。続く

高橋学教授時代に（昭和 47 ～平成 7）癌の cell 

cycle がテーマとなり、電算機、フローサイトメー

ターなどを用いた研究も開始されました。佐々木

功典教授は、平成７年から（現在に至る）となり、

従来のテーマを発展させ癌のゲノム科学分野を中

心に国内外にデータを多数発信し、高い評価を得

ています。なお佐々木教授は本年より、医学部長、

医学系研究科長となり、大学や学部の運営への関

与時間が大幅に増えています。

　現在の教室スタッフは、教授、准教授、講師、

助教、技官が各１名、さらに医員１名、大学院生

からなっています。スタッフ医師は全員病理専門

医資格があり、２名が細胞診専門医資格を有し、

技官は細胞検査士資格があります。

　学部生への教育は、消化器、婦人科、泌尿器、

口腔、皮膚、軟部を含む領域を中心に各論と実習
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山口大学医学部　講座紹介コーナー
展開系講座　「整形外科学」

山口大学整形外科教室は、1948 年（昭和 23）

当時の山口県立医学専門学校に京都大学医学部

整形外科の伊藤鐡夫先生が教授として着任し、中

国・四国地区のなかでははじめて整形外科学講

座が開設されました。1957 年からは服部　奨教

授、1983 年からは河合伸也教授、2004 年から

田口敏彦教授が就任し、本年は開講 62周年にな

ります。現在医局員は 117 名であり、学内には

23名が、学外関連病院 27施設には 92名が勤務

しています。また海外留学中が現在2名おります。

我々の教室が目指しておりますのは当科ホー

ムページ（http://ds0.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃y-ort

ho/）にも掲載しておりますが、「患者さんに生涯

を通じて豊かで安心できる生活をサポートするこ

と」であります。整形外科の最大の特徴は、疾病

の病態が多様で治療の必要な患者数が極めて多い

事にあります。我々が対象とするのは、運動器を

構成する骨、筋、靭帯、神経などで、個々の対象

器官は脊椎 ( 脊柱 )・脊髄、骨盤、上肢 ( 肩、肘、手、

手指 ) 、下肢 ( 股、膝、足、足指 ) など広範囲に

及びます。これらの器官に機能障害をもたらすの

は、先天性発育異常、炎症、腫瘍、加齢による変

性、スポーツ外傷・障害、災害等があり、新生児、

小児、学童から成人、高齢者まで全ての年齢層が

対象になってきます。いわば、全ての方々が整形

外科の守備範囲といえるかもしれません。

　学内の診療体制は、田口教授の下、重冨准教授、

講師 4人、助教 2人を中心として、これら幅広

い分野の対象別の専門性をもって当たっていま

す。平成21年度の手術症例は、脊椎、脊髄149例、

上肢 320 例、下肢 226 例、骨、軟部腫瘍 126 例

で、症例数は年々確実に増加しています。特に脊

椎、脊髄外科に関しては、田口敏彦教授が服部名

誉教授、河合前教授の残された豊富な治療実績を

引き続き、さらなる臨床成績の向上を目指してお

り、国際的にもオピニオンリーダーとなっていま

す。また、各診療班である脊椎班、関節班、腫瘍

班、手の外科班、骨代謝班、小児整形班はそれぞ

れ明確な目標をもち、互いに協力、切磋琢磨して

おり、これが症例数の増大につながっていると自

負しております。医局行事には、入局式、医局説

明会、納涼会、忘年会、送別会などがあります。

病棟はもとより、外来、手術室の看護師スタッフ

らとの連携はきわめて風通し良く、診療に忙しい

我々が最大限の力が発揮できるすばらしい環境に

なっています。

大学を支える柱の一つが研究です。当科では

毎年科学研究費などの豊富な研究資金を元に４つ

のプロジェクトが平行で進んでいます。脊椎、脊

髄班が行っているのが、重度脊髄障害に対する脊

髄再生治療法の開発です。中枢神経の再生医療分

野は、次々と新たな手法を用いた治療法が開発さ

れ続けており、世界中で最も激しい開発競争が行

われている領域です。実験動物での脊髄損傷モデ

ルを用いて、骨髄間質細胞の移植による治療法や、

生体材料を用いた人工脊髄の開発、脊椎脊髄短縮

術、損傷脊髄部でのフリーラジカルの発現と新規

薬剤の開発などを行っています。脊髄損傷の治療

法に欠かせないのが機能訓練です。これはニュー

ロリハビリテーションと呼ばれ、ラットを用いて

機能的電気刺激治療モデルの確立を目指していま

す。脊椎、脊髄バイオメカニクス班は三次元有限

要素法を使用し、種々の条件下での脊髄内に生じ

田口教授ポリクリ授業風景
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るひずみや応力分布などの解析や骨傷性頸髄損傷

発生メカニズムを解明する研究を行っています。

手の外科班は、怪我で腕をなくした患者さんに脳

死ドナーから腕を移植する研究を行っています。

ラットの後ろ足を他のラットに移植してその免疫

拒絶の抑制や運動機能の回復を試みており、国際

的にも認められた結果が得られています。

大学のもう一つの柱が、学部学生や大学院生

に対する教育です。これには診療、研究以上に多

くの時間を割くように心がけています。20 年後

の大学を中心となって支えていくのが今の研修医

や学生たちです。当科では教育理念として、「常

に自らの知識と技術を磨き、 誇りをもって誠実

に・朗らかに過すこと」を掲げています。また、

研修の目標として、「医師として、病める人々に

心から尽す」、「医科学者として、医学・医療の発

展に貢献する」、「整形外科医として、使命感を持っ

て誠意ある診療に専念する」の３つを掲げていま

す。若い先生には、常に豊かな人間性と高い倫理

観をもち、患者さんにはいつも温かい応接に徹し

適切に理解し、そして整形外科専門医として最高

水準の医療を提供することに努めることを提案し

ています。

同門会には現在 253 名の整形外科医が属して

います。医局と密接なかかわりを保ち、春の学術

集会、総会では活発な討論を行っておりますし、

年 2回のゴルフ、テニス大会では親睦を深めて

います。また、同門会からは学術集会などの助成

も頂いており、感謝とともに今後も医局との良好

な関係を継続したいと考えています。

山口大学附属病院の山口県診療体制における位

置づけや重要性については十分承知しております。

今後も当整形外科教室は田口教授を中心に『結束

と進歩、そして創造を』の合言葉に、リサーチマ

インドとマスターマインドをもった臨床活動を精

進して参ります。医局の雰囲気は、外科系にもか

かわらず教授を筆頭に温厚な先生が多いためかと

ても温かく、学生さんや研修医からも高い評価を

頂いております。これからの若い先生達には、是

非当整形外科教室の一員として加わり、我々と学

び舎を共にしていただきたいと願っています。山

口県医師会の皆様にはこれまでご支援頂いている

ことを感謝するとともに、今後も一層のご教授を

承りますように何卒よろしくお願いいたします。

学内医局構成
教　授　田口 敏彦

准教授　重冨 充則

講　師　村松 慶一　加藤 圭彦　小笠　博義　目 昭仁

助　教　寒竹 司　徳重 厚典　鈴木　今城、

医　員　谷川、伊達、三好、船場、岡崎、川上、中島

大学院生　木村、関、守屋、吉田、西田

入局式
3 段目（左から）：伊達　亮、木村皇太郎、坪根　徹、鈴木秀典、守屋淳詞、三好智之
2段目（左から）：今城靖明、村松慶一、加藤圭彦、藤澤武慶、寒竹　司、徳重厚典
1段目（左から）：重冨充則、高橋洋平、明石浩介、田口敏彦、藤井賢三、村上智俊、田中　浩
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SL やまぐち号の勇壮な叫びが、山口に春を告

げる中、山口市桜畠の山口県立大学看護学部の講

堂にて、県民公開講座“がんにかからない、がん

を治すために。”｢最新の医療を知ろう !｣ が開催

された。

第一部　基調講演
がんの現状と最新の医療について

山口大学大学院医学系研究科　　　　　
　消化器・腫瘍外科学教授　岡　正朗

　現在、国民二人に一人が

がんになり、三人に一人が

がんで死亡している。がん

細胞とは、正常細胞が遺伝

子異常を生じて増殖、浸潤、

転移するもので、正常な人

でも 1 日に 6,000 個、換

言すれば 15 秒に 1個でき

ている。また男女とも 60

歳代からがんによる死亡者が増加し、男性のほう

が女性より死亡率が高い。

　日本の最新がん統計において、がんによる死亡

原因の部位は、男性は肺・胃・肝臓・結腸・すい

臓の順、女性は胃・肺・結腸・肝臓・乳房の順と

なっている。ちなみに結腸と直腸を合わせた大腸

は男性が 3位、女性は 1位となっている。

　主ながん診断法は、血液検査―腫瘍マーカー、

超音波検査、造影検査、内視鏡検査、CT 検査、

PET 検査、MRI 、血管造影検査がある。演者は

それぞれの検査内容を実際の画像を用いて説明さ

れた。

　つづいてがん治療では、手術療法、化学療法、

放射線療法、免疫療法がある。日本では 10万人

に約 1万 2 千人の割合 (2005 年 ) で、アメリカ

では 10 万人に約 2 万 1 千人の割合 (1996 年 )

で手術が行われている。現在は体に優しい内視鏡

外科手術も行われている。

　各論では、演者は胃がん、大腸がん、肝臓がん、

と　き　　
　平成 22年 3月 21日（日）

ところ
　山口県立大学　講堂

県民公開講座 ”がんにかからない、がんを治すために。”「最新の医療を知ろう！」

県
民
公
開
講
座
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膵がんの診断、治療、発生のメカニズムなどを県

民に分かりやすく説明された。中でも膵がんは近

年増加傾向にあり、平成 15年の統計では全死亡

率は 10万人に 16.8 人の割合と報告されており、

消化器がんの中でも発見されても切除できる確率

は低いとのこと。

　がんに対する国や地方自治体の取り組みについ

ては、平成 16年にがん対策基本法ができ、それ

に対するがん対策推進基本計画とがんプロフェッ

ショナル養成プランがある。がん対策基本法は、

がん検診の方法改善や受診率向上、診断治療の研

究の促進、専門医の育成、疼痛緩和などの療養生

活の質の向上を行うために、がん拠点病院を認定

し、がん治療の向上を図っている。がん対策推進

基本計画は、平成 19 年から平成 23 年までの 5

年間に、がん患者を含めた国民が、がんを知り、

がんと向き合い、がんに負けない社会の実現を目

指すことを主旨とし、がん患者を含めた国民の視

点に立ったがん対策を実施し、重点的に取り組む

べき課題 ( 放射線療法や化学療法、がん登録整備

の遅れ、治療の初期段階での緩和ケア ) を定める

ことを基本方針としている。がんプロフェッショ

ナル養成プランとは、大学でのがん専門医療人の

育成のための文部科学省の事業である。10 年以

内にがん死亡者を減らし、患者とその家族の苦痛

の軽減を全体目標として掲げている。

　山口県のがん診療連携拠点病院は山口大学を

含め、県内に 9病院あり、診断治療だけでなく、

患者の不安 ( 副作用、セカンドオピニオン、治療

実績、ホスピスなど ) を取り除くべく、がん相談

支援室 ( 診療連携室 ) を設置している。

　山口県のがん検診の状況について、平成 16年

度と平成 19年度を比べてみると、職場検診及び

市町検診の合算だと受診率は上がっているが、市

町検診だけだと下がっている状況である。がんの

早期発見には、医療体制や行政対応のほか、県民

の意識が必要であるし、がん拠点病院、がん協力

病院、医師会、看護協会、薬剤師会、検査技師会、

放射線技師会、栄養士会、行政が、がん治療向上

のために協力をしている。

第二部　パネルディスカッション
「がんにかからないための健康づくり」
　パネルディスカッションは、tys 横溝アナウンサー

の司会のもと、岡　正朗教授のほか、行政の立場と

して、山口県健康福祉部健康増進課の岡　紳爾課長、

がん患者の立場として、女性のがん患者の会 ｢あい

の会 ｣の沖村恵子代表、医の現場の立場として、県

立総合医療センターがん看護専門看護師の大村知美

さんをパネリストとして開催された。

　岡課長は、山口県のがん対策、取り組みを解説

された。山口県では、死亡原因の第1位ががんで、

年間4,000人以上が亡くなっており、臓器別には、

肺・胃・大腸・肝となっている。山口県の検診受

診率はおおむね 20%前後で、今後は 50%を目指

すべく、各市町では 40歳節目の無料検診や、土

日祝日の検診、スーパーの駐車場での検診、女性

特有がん検診の無料クーポン券など、早期発見に

県
民
公
開
講
座
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取り組んでいる。がんになった場合

の相談支援センターとセカンドオピ

ニオンの提示体制や、県内のがん患

者の会と子宮頸がんワクチンについ

ても解説された。

　沖村代表は、自らががんを経験さ

れている。がんに関する書物よりも

入院中の同じ病気の方との情報が一

番役に立ったこともあり、1年かけ

て仲間を募り、女性のがん患者の会

を募った。元気な人が病気になったとき、そこ

に相談しやすい環境があれば心強いだろうとい

うことで、昨年は 2月に総会と菜の花ピアノイ

ベントをした。4月は県立大学江里学長に ｢患者

学、健康は己が獲得するもの ｣について、外来ロ

ビーでお話しをしてもらい、終了後にコンサート

をしてもらった。6月は在宅栄養士に「抗がん剤

治療中の食事の工夫」について、試食をしながら

お話しをいただき、8月は長門総合病院の緩和ケ

アチームの外科部長に外来ロビーで ｢痛みを我慢

していないか、軽くできる ｣という解説と、乳房

摘出経験者のパットの相談会をした。また、緩和

ケアチームとの交流会や、定例勉強会でのレクリ

エーション ( がん細胞をやっつけるNK細胞の活

性化のため、笑うこと等 ) をされている。長門の

大寧寺をピンクにライトアップし、キャンペーン

を行ったことと集客の工夫も話され、検診はがん

で死なないために、今は健康でも自分のために、

大切な家族のために受けて、症状のない時に発見

してもらいたいと纏められた。

　がん看護専門看護師である大村さんは、緩和ケ

アとチーム医療について話された。がん治療は副

作用もあり、つらいものになる。そうなるとがん

治療が予定通りに終わらないこともあり、安全に

がん治療を受けるためにも緩和ケアは必要である

から、がん治療と緩和ケアは同時に受けるべきも

の。がん治療には身体的苦痛と精神的苦痛がある

ので、それを和らげるためには、まずは自分のつ

らさを表現することから始め、医療従事者や患者

の会などに相談すべきであると説明された。

　チーム医療は家族・患者を中心に働くチームで、

主治医や理学療法士、薬剤師、看護師などのほか、

精神科医も含まれる。心のつらさに向き合ってく

れるのは精神科医であり、精神科受診は当然のこ

とである。

　がんになれば、病気だけでなく、いろいろな苦

痛と戦わねばならない。痛みは生きるエネルギー

を奪い、倦怠感は無気力になる。体や心の苦痛

を和らげる医療はがん医療を充実させる大切なも

の。療養生活がより快適なものになればよいと演

者は纏められた。

―第一部、第二部の前後には、ロビーで健康相談

会を開催した。この日の来場者は約 100 名 ( 関

係者含まず ) であった。
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師会・都道府県医師会・郡市医師会）が入ってい

ることが望ましく、製薬会社との共催でもかまわ

ない。ただし、事前に県医師会にカリキュラムコー

ドを届け出て認められた場合には、上記の主催で

なくてもよいことになっている。

山口県医師会主催の講演会は、郡市医師会の

講演会で取りにくいカリキュラムコードを設定し

ていく予定である。

以上の県医師会からの説明に対して、郡市医

師会生涯教育担当理事よりさまざまな意見が出さ

れた。

＊カリキュラムコードの管理を郡市医師会の事務

局がするには負担が大きいので、県医師会や日

本医師会で考えてほしい

＊今までの生涯教育制度では郡市医師会の事務

局が単位を管理して修了証や認定証を発行して

いたが、新しい生涯教育制度ではカリキュラム

コードの管理を医師個人がする方向のようであ

り、申告率は低下すると思われる

＊新しい生涯教育制度は、会員への周知が不十分

であるため、県医の雑誌などで何度も啓発して

ほしい

＊新しい生涯教育制度において、申告率の低下を

防ぐためには取得単位を管理するソフトウエア

の充実が必要であるため、早急に整備してほし

い

＊各郡市医師会で、会員が 3年間で 30カリキュ

ラムコードが取得できるように、講演の内容を

バランスよく組む方法を考えることも必要であ

る

＊新しい生涯教育制度では、日本医学会加盟学会

主催の学会に参加することにより単位を取得で

きるようであるが、勤務医はほとんど関心がな

いのが現状である

以上のように新しい生涯教育制度にはさまざ

まな課題があるが、山口県医師会と各郡市医師会

が今後も連携して、前向きに取り組んでいくこと

が確認された。
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原稿の種類

字 数

提出・締切

原稿送付先

備 考

①随筆、紀行、俳句、詩、漢詩など

②写真（カラー印刷）

　　※写真等ありましたら１～２枚添付してくださるようお願いします。

③絵（カラー印刷）

④書（条幅、色紙、短冊など）

1ページ1,500字 (1～ 2ページ )を目安に、特に長文にならないようお願いします。

可能であれば、できる限り作成方法①②でご協力願います。
作成方法により、締切日が異なりますのでご注意下さい。

〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1　山口県総合保健会館 5階

   山口県医師会事務局　広報情報部

   E-mail：info@yamaguchi.med.or.jp

①未発表の原稿に限ります。

②投稿された方には緑陰随筆３部程度を謹呈します。

山口県医師会報平成 22年度夏季特集号「緑陰随筆」の原稿を募集します。
下記により、ふるってご投稿くださいますようお願い申し上げます。

作成方法 提出方法 締切

①パソコンで
作成の場合

電子メール　又は　フロッピー /CD-R の郵送

7 月 2日
②ワープロ専用機で

作成の場合
フロッピーの郵送

③手書き原稿で
作成の場合

郵送 6 月 28 日

原稿募集
夏季特集号「緑陰随筆」夏季特集号「緑陰随筆」
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県
医
師
会
の
動
き　

　今号より県医師会の動きのコーナーを担当する

ことになりました小田でございます。正確なこと

がお伝えできるかどうか心配です。また、文末の

コラムですが、私、前執筆者の吉本副会長のよう

な文才があるわけでなく、ネタも持ち合わせてい

ません。なるべく医療、医師会に関係ないことを

題材にしていきたいと思っています。時には、お

休みすることもあるかもしれません。その時はご

容赦してください。3月末で、三浦　修副会長及

び青柳龍平監事が退任されました。両先生には、

医師会会務遂行に長年ご尽力され、深く感謝して

おります。非常にさみしい限りですが、両先生の

今後のご活躍を祈念しております。ご苦労様でし

た。また、この 4月よりわれわれの新しい仲間と

して、防府医師会より山縣三紀先生が、下関市医

師会より藤野俊夫先生が理事及び監事として就任

されました。今後のご活躍を期待しております。

今年度の山口県理事会の会務分担は、次頁の図の

ごとくであります。

　第 122 回日本医師会定例代議員会が、4月 1、
2日の両日に日医会館大講堂で開催されました。

第 1日目には役員及び裁定委員の選挙が行われ、

新会長に原中勝征氏（茨城県医師会長）が初当選

しました。理事、監事、裁定委員は定数内のため、

立候補者全員の当選が確定。副会長、常任理事に

ついては定数を超える立候補者があったため、投

票による選挙となりました。選挙の結果、3人の

副会長と 10 人の常任理事が選出されました。会

長選挙に関しては、われわれの思惑とは違った結

果でありましたが、副会長及び常任理事に関して

は、ほぼ満足のいく選挙結果でありました。2日

目は、会務報告、第 1号議案、第 2号議案、第 3

号議案が一括上程され、それぞれの説明がなされ

可決されました。また、続いて行われた代表質問

では、加藤智栄代議員（中国四国ブロック、山口

県医師会）が「医療が健全に発展するための財源

について」質問されました。このことは、後の日

医ニュース（№ 1167）に数行にわたる記事記載

があり、加藤代議員には、堂々たる代表質問であ

り、初デビューでありました。その他、このたび

選出された新副会長、新常任理事は、会長の推薦

した候補が少なかったことや、新執行部のねじれ

現象が起き、会務遂行に支障を来すのではないか

という質問がありましたが、これに対して新会長

は、新しく選出された役員の目指すところは、全

員一致していると信じている、今や民主党とか自

民党とか言っている状況でない、どの党であって

も言うべきことは言っていく、医師会員、医師全

員が一つとなって、オールジャパンで現状を打破

し、医療崩壊を阻止せねばならないとの回答であ

りました。

　山口県医師会主催の平成 22 年度臨床研修医と
の懇談会が 4月 3日に、国際ホテル宇部で行われ
ました。参加者は 127 名、そのうち研修医は 77

名（男 55 名、女 22 名）でありました。山口県

で研修されるほとんどの研修医（82 名中 77 名）

が参加され、大盛況でありました。研修病院の院

長先生をはじめ関係各位の方々には感謝しており

ます。

　山口県医師会事務局に関するお知らせがありま

す。平成 15 年より隔週週休 2日制を導入してお

りましたが、平成 22年 4月 1日より週休 2日制

を導入いたします。土曜日は、職員 2名が出勤し

て業務を処理します。なお、出勤職員が担当以外

の業務で対応できない緊急業務については携帯緊

急連絡網により連絡し、処理を致します。なるべ

く会員の皆様にご迷惑がかからないように致しま

す。

4月 8日に平成 22 年度山口県医師臨床研修運
営協議会が開催されました。今年度の新規事業で
ある山口県医師臨床研修推進センターの説明があ

り、また、その規約、予算、事業計画の説明があ

りました。県の地域医療推進室より山口県の地域

医療再生計画、医師確保対策予算、臨床研修マッ

チングの説明がありました。マッチング結果概要

を少し述べてみますと、平成 21年度の募集定員、

マッチ者数、マッチ率はそれぞれ111名（131名）、

82名（69名）、73.9％（52.7％）でありました。（　）

は平成 20 年度です。マッチ率の全国の状況をみ

ると、第 1位が東京都、最下位が島根県で、山口

県は 18位（38 位）となっており、2年連続増加

となっています。いろいろな試み、努力が実を結

んでいるように思われます。また、臨床研修医募

集定員の算定状況の説明がありましたが、特に県

調整枠については、もう少し各病院の現状を加味

副会長

小

田

悦

郎
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してほしいとの要望がありました。

同日に、郡市医師会産業保健担当理事協議会
が開催されました。主たる協議内容は、日医認定

産業医研修会の件でありました。平成 22年度よ

り認定産業医制度実施要領が改定され、基礎研修

については、都道府県が主催するものに限定し

て、推進センター、郡市医師会と共催するものは

認められなくなったことの対策でありました。協

議の結果、県医師会、郡市医師会、推進センター

が共同で実施していた産業医研修会については、

9回を県医師会主催として開催して、基礎研修の

単位取得ができるようにするということになりま

した。産業医研修カリキュ
ラム策定委員会、山口県医
師会・山口県産業保健推進
センター連絡会議も 4月 8
日に行われています。

さて、私は仕事で飛行機

を利用することがあるので

すが、この 4 月より ANA

ではドリンクサービスが縮

小されました。

今まで、離陸してしばら

くすると、当たり前のよう

に「お飲み物は？」とサー

ビスされていたのを思う

と、少し物足りなくも感じ

ます。

しかし、海外の航空会

社では、以前より最低限の

サービスしかないところは

たくさんあり、格安料金を

売りとしているヨーロッパ

のある航空会社では、飛行

時間が 1時間半未満の国内

線はトイレが有料となった

そうです（もちろんドリン

クサービスはもともとない

でしょうが）。

同じく宇部―羽田便の

JAL は今までと変わりなく

ドリンクサービスが行われ

ています。国の融資を受け、今までと同じ料金に

同じサービス。

自力で会社を維持していくために、サービス

を縮小。

善し悪しの判定は、個人の感じ方によると思

いますが、なんとも言い難い気分でした。

　

県
医
師
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　美祢市美東町の片田舎、病床数 100 床の小規

模病院で一人外科医として細々とながら手術を続

けている。昨今の医師不足の影響もあって、昨年

春から常勤外科医が一人となった。人口が少ない

地域なので、それほど次から次へと手術症例があ

るわけではないが、術前術後管理を一人でやらね

ばならぬとなればストレスはそれなりに大きい。

午前中は外来診療で、入院患者の回診、処置は午

後にまわるが、農家が多いので季節によっては外

傷患者が後を絶たない日もあり、病棟に手が回ら

ない。こんな時に術後合併症などで手のかかる患

者を抱えてしまうと外科診療が破綻する。非常勤

の先生方に助けていただいて週一日の手術日を確

保しているが、毎週コンスタントに予定手術をこ

なそうと思えば、例えば再手術が必要となるよう

な重大な術後合併症など決して起こしてはならな

いのである。再手術が必要になるような合併症は

概ね緊急もしくは準緊急手術の対象となるが、緊

急手術ができない体制だと話にならない。それで

も手術を続けるからにはそれなりの覚悟が必要と

いうことだ。したがって手術にあたって私がもっ

とも重視していることは、とにかく術後合併症を

起こさせないこと。合併症など、起こしたくて起

こすものではないが、丁寧な手術と緻密な周術期

管理を心掛ければ最小限に抑えられる。もちろん

リンパ節郭清などを手加減するという次元の話で

はない。幸い今まで再手術が必要になったことも、

外科診療が破綻したこともないのであるが、最近、

近い将来手術ができなくなるのではなかろうかと

いう危機意識を強くもつようになった。その理由

の一つには、今時常勤外科医が一人しかいないよ

うな病院で全麻手術などやるべきではないという

世の風潮がある。一部の手術については、その手

術件数が規定数を超えた施設以外で行われた場合

には診療報酬が減額されるという制度があった。

現在は撤廃されているが、それでも病院の手術件

数や５生率などの実績が公開される時代である。

実績の乏しい病院での手術がやりにくくなってい

るのは事実である。それから皆様ご存じの通り、

市町合併後の美祢市内の二つの公的病院におけ

る機能分化の流れがある。距離も離れ、もともと

医療圏の異なる２病院ゆえ、はっきりと機能分け

をしたところで直ちに医療連携がスムーズに行わ

れるはずもなく、とくにこの広い地域で救急医療

を一方の病院のみで担うことになれば、おそらく

美祢市の地域医療は崩壊するであろう。したがっ

て扱える領域を完全に分けてしまうような形での

機能分化はありえないとは思うが、チーム医療が

原則である外科手術においてはスタッフの充実し

た施設で集中して実施するのが安全で妥当である

と考えられるのはきわめて自然なことかもしれな

い。それでもここで手術を続けたいと思うのは、

地元の患者さん（患者様なんて歯の浮くような呼

び方はしない）はできるだけ地元で治療をさせて

いただきたいと願うからに他ならない。もちろん

手術だけが外科の仕事というわけでもないし、自

分の分をわきまえて、できることとできないこと

の区別をしっかり認識することは言うまでもない

が、今までたくさんの患者さんの手術を経験させ

てもらったことによって身に付いた技術をできる

だけ還元したいという思いもある。決して自信家

ではないつもりだが、ここで自分が外科医として

必要とされている（と私自身が感じる）限り、そ

の要求には極力応えたいと思う。個人名は出さな

いが、いつも御助力をいただいている先生方にこ

の場を借りてあらためて深謝申し上げる。そして、

引き続き御支援を願って「これからもどうぞよろ

しくお願いいたします。」

美祢郡医師会　森岡　秀之

一人外科医の苦悩
　～それでも手術は続けたい～


























